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以
外
に
、
生
命
保
険
の
満
期
返
戻

金
、
駐
車
場
の
賃
貸
収
入
な
ど
の
所

得
金
額
が
　
万
円
を
超
え
る
人

２０

　
③
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど

の
あ
る
人
で
、
昨
年
中
の
所
得
の
合

計
額
か
ら
、
控
除
合
計
額
を
差
し
引

き
、
そ
の
残
額
を
も
と
に
し
て
計
算

し
た
税
額
が
、
配
当
控
除
額
よ
り
も

多
い
人
　
な
ど

　
な
お
、
こ
の
確
定
申
告
を
す
る
人

は
、市
県
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す
。

　
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
２
カ

　
平
成
　
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
の
相
談
お
よ
び
申
告
書
の
受
付
、
　
年

２４

２５

度
個
人
市
県
民
税
の
申
告
の
受
付
期
間
は
、
土
・
日
曜
を
除
く
２
月
　
日
１２

（
所
得
税
の
確
定
申
告
は
　
日
）
～
３
月
　
日
で
す
。
な
お
、
贈
与
税
の
確

１８

１５

定
申
告
の
受
付
は
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
３
月
　
日
ま
で
で
す
。

１５

　
期
限
間
近
は
窓
口
が
混
雑
し
ま
す
の
で
、
申
告
は
で
き
る
だ
け
早
め
に
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

対象期間
（土・日曜、祝日を除く）
西宮商工会館（櫨塚町2－20）

収入が給与所得および年金所得
のみの人（譲渡所得の申告をする
人や住宅借入金等特別控除の適
用を受ける人は税務署で申告を）

3月15日（金）までの
9：00～16：00

アピアホール（阪急逆瀬川駅前「アピア１」５階）

医療費控除や住宅借入金等特別
控除などの還付申告をする人

2月15日（金）までの
9：30～16：00

譲渡所得の申告を除く全ての人2月18日（月）～28日（木）の
9：30～16：00

　
所
得
税
法
で
は
、
納
税
者
が
１
年

間
の
所
得
金
額
と
税
額
を
正
し
く
計

算
し
て
申
告
と
納
税
を
行
う
「
申
告

納
税
制
度
」
が
採
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
次
の
条
件
に
該
当
す
る
人
は
、
昨

年
中
の
所
得
金
額
と
税
額
を
計
算

し
、
３
月
　
日
ま
で
に
西
宮
税
務
署

１５

＝
右
下
図
参
照
＝
に
申
告
と
納
税
を

し
て
く
だ
さ
い（
納
付
書
は
税
務
署
、

金
融
機
関
に
あ
り
ま
す
）
。

　
①
給
与
所
得
者
で
、
給
与
の
年
収

が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
人
、
２

カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る

人　
②
年
末
調
整
を
行
っ
た
給
与
所
得

　確定申告期間中、所得税・消費税の申告
書は郵送などでも提出できます。また国税
庁のホームページ（http://www.nta.go.jp）
から確定申告書等を作成できますのでご利
用ください。
《郵送》申告書に必ず住所・氏名を記入
し、所得から控除される生命保険料の証明
書や源泉徴収票など各種書類を同封し、西
宮税務署へ送付してください。収受日付印
のある確定申告書の控えが必要な場合は、
申告書の控えと切手を貼った返信用封筒を
同封してください
《インターネット》「ｅ―Ｔａｘ（国税電
子申告・納税システム）」に登録すれば、
インターネットを利用して申告、納税など
が行えます

　西宮税務署では、税務署以外でも申告書
の作成相談に応じる「確定申告会場」を開設
します。
　各会場の対象・開設期間などは下表のと
おりです。申告書の提出もできますので、
ぜひご利用ください。なお、混雑時には入
場制限を行う場合があります。
　問合せは西宮税務署へ。

　怯西宮税務署の休日納税相談　２月２４
日（日）・３月３日（日）の午前８時半～午後
５時。確定申告の相談、申告書の受付を実
施。問合せは西宮税務署へ　※通常、土・
日曜、祝日は受け付けていません。この２
日間は大変混雑が予想されます。あらかじ
めご了承ください

　
市
は
、
市
民
税
課
と
各
支
所
で
、

平
成
　
年
度
の
個
人
市
県
民
税
申
告

２５

を
受
け
付
け
ま
す
。
日
程
は
左
下
表

の
と
お
り
で
す
。

　
次
の
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人
は
、
市
県
民
税
の
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

す
る
人
は
、
こ
の
申
告
を
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
（
※
）
。

　
申
告
の
際
に
は
、
源
泉
徴
収
票
な

ど
収
入
が
分
か
る
も
の
や
生
命
保
険

料
、
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明

書
、
医
療
費
等
の
領
収
書
、
障
害
者

手
帳
等
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
（
※
）
平
成
　
年
分
以
後
の
所
得

２３

税
は
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
公
的
年
金
等
以

外
の
所
得
金
額
が
　
万
円
以
下
の
場

２０

合
は
、
確
定
申
告
が
不
要
に
な
り
ま

し
た
。
従
来
確
定
申
告
を
し
て
い

て
、
市
県
民
税
の
申
告
が
不
要
だ
っ

た
人
も
次
の
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
、
市
県
民
税
の
申
告
が

必
要
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
　
《
条
件
Ａ
》
平
成
　
年
１
月
１
日

２５

現
在
、
市
内
在
住
者
で
昨
年
中
の
合

計
所
得
金
額
が
　
万
円
を
超
え
る
人

３３

の
う
ち
、
次
の
①
～
④
の
い
ず
れ
か

を
満
た
す
人

　
①
給
与
所
得
者
で
、（
ア
）勤
務
先

か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ

な
い
人
、（
イ
）昨
年
中
に
退
職
ま
た

は
失
業
し
、
　
年
１
月
１
日
現
在
未

２５

就
職
の
人
、（
ウ
）雑
損
控
除
や
医
療

費
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

　
②
昨
年
中
の
所
得
が
公
的
年
金
等

所
得
の
み
の
人
で
、
支
払
者
に
届
け

出
を
し
て
い
る
控
除
以
外
の
所
得
控

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
（
日
本
年

金
機
構
等
か
ら
１
月
に
送
付
さ
れ
て

い
る
「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

票
」
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
社
会
保

険
料
や
生
命
保
険
料
な
ど
の
支
払
い

が
あ
る
場
合
、
市
県
民
税
の
申
告
書

を
提
出
す
る
こ
と
で
、
所
得
控
除
な

ど
を
受
け
ら
れ
る
場
合
あ
り
）

　
③
給
与
所
得
と
公
的
年
金
等
所
得

の
両
方
ま
た
は
こ
れ
ら
以
外
の
所
得

が
あ
る
人

　
④
非
上
場
株
式
等
の
配
当
の
あ
る

人
で
確
定
申
告
を
し
な
い
人
な
ど
。

な
お
、
上
場
株
式
等
の
譲
渡
・
配
当

所
得
に
つ
き
源
泉
徴
収
さ
れ
、
確
定

　
税
法
や
条
例
の
改
正
に
よ
り
、
平

成
　
年
度
か
ら
変
更
に
な
る
市
県
民

２５
税
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
と
お
り

で
す
。

　
平
成
　
年
１
月
１
日
以
後
に
締
結

２４

し
た
保
険
契
約
（
新
契
約
）
と
そ
れ

よ
り
前
に
締
結
し
た
保
険
契
約
（
旧

契
約
）
と
の
区
分
、
介
護
医
療
保
険

料
控
除
の
新
設
が
な
さ
れ
、
全
体
の

適
用
上
限
額
は
従
前
と
同
じ
く
７
万

受付時間開設期間
（土・日曜を除く）会場

9：00～17：30２月12日（火）～３月15日（金）市役所本庁舎２階

9：30～11：45
13：00～16：30

2月21日（木）～25日（月）瓦木支所
2月26日（火）～28日（木）甲東支所
3月1日（金）～6日（水）鳴尾支所

9：45～11：45
13：00～16：30

3月7日（木）・8日（金）山口支所
3月12日（火）・13日（水）塩瀬支所

※塩瀬・山口支所では、上記受付日時以外でも申告書をお預かりできます

国道２号

Ｊ Ｒ

西宮税務署
西宮商工会館

阪神電鉄
西　　宮

西　宮

市役所本庁舎
市
役
所
前
線

札
場
筋

東
川

Ｎ

所
以
上
あ
る
場
合
は
、そ
の
合
計
額
）

が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
公
的

年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得

金
額
が
　
万
円
以
下
の
人
は
、
所
得

２０

税
の
確
定
申
告
が
不
要
で
す
。

　
こ
の
場
合
で
も
、
所
得
税
の
還
付

を
受
け
る
た
め
の
申
告
書
は
提
出
で

き
ま
す
。
所
得
税
の
確
定
申
告
が
不

要
で
も
、
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度
に
つ

い
て
、
平
成
　
年
１
月
か
ら
、
事
業

２６

所
得
等
を
生
ず
べ
き
業
務
を
行
う
全

て
の
人
（
所
得
税
の
申
告
の
必
要
が

な
い
人
を
含
む
）
に
そ
の
適
用
が
拡

大
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
　
年
中
に
贈
与
を
受
け
た
財

２４

産
の
価
格
の
合
計
額
が
基
礎
控
除
で

あ
る
１
１
０
万
円
を
超
え
た
人
は
３

月
　
日
ま
で
に
贈
与
税
の
申
告
と
納

１５
税
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
相
続
時
精
算
課
税
を
選
択

し
た
場
合
は
計
算
が
異
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
　
年
分
か
ら
、
贈
与
税
の

２４

申
告
書
も
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
作
成
し
、
そ
の
デ
ー
タ
を
ｅ
―
Ｔ

ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス

テ
ム
）
＝
左
上
記
事
参
照
＝
で
送
信

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
が
あ
る

人
で
、
平
成
　
年
分
の
課
税
売
上
高

２２

が
１
０
０
０
万
円
を
超
え
る
人
、
課

税
事
業
者
選
択
届
出
書
を
提
出
し
て

い
る
人
は
、
消
費
税
の
申
告
が
必
要

で
す
。
４
月
１
日
ま
で
に
申
告
と
納

税
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
不
要
の
人
で
も
申
告
を
す
る

こ
と
は
可
能
で
す
。
た
だ
し
、
申

告
を
す
る
こ
と
で
合
計
所
得
金
額

に
加
算
さ
れ
、
介
護
保
険
料
等
が

増
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

慎
重
に
判
断
し
て
く
だ
さ
い

　
《
条
件
Ｂ
》
平
成
　
年
１
月
１

２５

日
現
在
、
市
内
在
住
者
で
昨
年
中

の
合
計
所
得
金
額
が
　
万
円
以
下

３３

の
人
の
う
ち
、
所
得
証
明
等
が
必

要
な
人

　
《
条
件
Ｃ
》
平
成
　
年
１
月
１

２５

日
現
在
、
市
外
在
住
者
で
、
市
内

に
事
業
所
や
事
務
所
が
あ
る
人

　
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
人
や
、
介
護
保
険
の
要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
、
市
か

ら
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

な
ど
は
、
確
定
申
告
ま
た
は
市
県
民

税
の
申
告
を
す
る
こ
と
で
、
障
害
者

控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　
市
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が

適
用
さ
れ
る
条
件
は
、
所
得
税
の
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
が
適
用
さ
れ
、
平
成

　
年
～
　
年
ま
た
は
　
年
～
　
年
に

１１

１８

２１

２５

入
居
し
、
控
除
可
能
額
の
う
ち
所
得

税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
額
が
あ
る

場
合
で
す
。
　
年
度
以
後
、
市
へ
の

２２

独
自
の
申
告
は
原
則
不
要
と
な
っ
て

い
ま
す
（
　
年
～
　
年
に
入
居
し
た

１１

１８

人
で
、
退
職
、
山
林
所
得
が
あ
る
場

合
や
平
均
課
税
を
適
用
さ
れ
て
い
る

場
合
は
問
合
せ
を
）
。

　
た
だ
し
、
所
得
税
に
お
け
る
給
与

所
得
の
年
末
調
整
に
よ
る
控
除
（
給

与
支
払
報
告
書
へ
の
記
載
も
必
要
）

ま
た
は
、
確
定
申
告
書
等
へ
の
記
載

が
必
要
で
す
。

　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
年
末
調
整
に

よ
り
所
得
税
か
ら
控
除
さ
れ
ず
、
か

つ
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
記
載
の
あ
る

確
定
申
告
書
等
が
市
県
民
税
の
納
税

通
知
書
等
送
達
ま
で
に
提
出
さ
れ
な

い
場
合
、
遅
れ
て
手
続
き
を
し
て
も

市
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適

用
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

円
で
す
。

　
①
新
契
約
…
一
般
生
命
保
険
料
控

除
、
介
護
医
療
保
険
料
控
除
、
個
人

年
金
保
険
料
控
除
（
そ
れ
ぞ
れ
適
用

上
限
額
は
２
万
８
０
０
０
円
）
が
あ

り
ま
す

　
②
旧
契
約
…
従
前
と
同
様
の
一
般

生
命
保
険
料
控
除
、
個
人
年
金
保
険

料
控
除
（
そ
れ
ぞ
れ
適
用
上
限
額
は

３
万
５
０
０
０
円
）
が
適
用
さ
れ
ま

す

因 姻鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯

因
姻

鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯

記
帳
・

帳
簿
等
の
保
存
制
度

来
年
１
月
か
ら
対
象
者
拡
大

贈
与
税

消
費
税

申
告
・
納
税
は
４
月
１
日
ま
で

障
害
者
控
除

住
宅
ロ
ー
ン
控
除

生
命
保
険
料
控
除
の
改
組

公
的
年
金
等
の
　
　

　
収
入
が
あ
る
人
へ

所
得
税

所
得
税

所
得
税
確
定
申
告
は
西
宮
税
務
署

（
０
７
９
８
・
３
４
・
３
９
３
０
）

市県民税
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